
こんなとき 手続きに必要なもの

泉大津市に転入したとき □ 来庁者の本人確認できるもの

職場の健康保険をやめたとき

社会保険の扶養からはずれたとき

子どもが生まれたとき □ 来庁者の本人確認できるもの

生活保護を受けなくなったとき
□ 来庁者の本人確認できるもの

□ 保護廃止通知書

泉大津市から転出するとき □ 来庁者の本人確認できるもの

職場の健康保険に加入したとき

社会保険の扶養に入ったとき

生活保護を受け始めたとき

□ 国民健康保険の

　 ・資格確認書（70歳以上の方は高齢受給者証も必要）

　 ・資格情報のお知らせ

　のいずれか

□ 保護決定証明書

泉大津市内で住所が変わったとき

氏名が変わったとき

世帯が変わったとき

（世帯合併・世帯分離・世帯主変更など）

資格確認書等を紛失したとき □ 来庁者の本人確認できるもの

※ 本人確認できるものとは、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・身体障がい者手帳・ 資格確認書・

　 年金手帳などを指します。

　 資格確認書の受け取りに関しては、顔写真付きの本人確認できるものがない場合、後日郵送となります。

※ 別世帯の人が手続きする場合、別途委任状が必要です。

※ 各種支給申請や、保険料に関する手続きについては、国民健康保険ページ内の各項目をご覧ください。

そ

の

他

□ 来庁者の本人確認できるもの

□  国民健康保険の

　 ・資格確認書（70歳以上の方は高齢受給者証も必要）

　 ・資格情報のお知らせ

　のうち、交付されているものすべて

国

保

に

加

入

す

る

と

き

□ 来庁者の本人確認できるもの

□ 健康保険等資格喪失証明書

　（退職証明・離職票・雇用保険受給資格者証・被保険者資格喪失届では、

　　国民健康保険の加入手続きはできません。）

手続きに必要なもの一覧（国民健康保険）

国

保

を

や

め

る

と

き

□ 来庁者の本人確認できるもの

□ 国民健康保険の

　 ・資格確認書（70歳以上の方は高齢受給者証も必要）

　 ・資格情報のお知らせ

　 のいずれか（社会保険または国保組合に加入した方の全員の分）

□ 社会保険に切り替わった方全員分の、社会保険で発行された

　 ・資格確認書（70歳以上の方は高齢受給者証も必要）

　 ・資格情報のお知らせ（資格取得年月日または扶養認定年月日が記載

　　 されているもの）

　 ・マイナポータルの「医療保険の資格情報」画面を印刷したもの

　 のいずれか（コピー可）


